
非国家語のラテン文字表記法

一一中国の壮語（チワン語）の事例 1

The Romanization System for Vernacular Languages: 

A Case Study of Zhuang Languages in China 

1. 非国家語の継承を巡る現状について

古川雅之

本論は、中華人民共和国で考案されたラテン文字による非国家語の表記法から、カム・タイ語
チワン

派（Kam-Taibranch）に属する壮語（Zhuang）のもの一一中国で、の呼称に従って「壮文」と呼

ぶーーを取り上げ、その字と音の対応関係を分析することで、表記法に施された絡繰りと絡繰り

に投影された言語政策を考察することを目的とする。

1980年代に中華人民共和国で強調されるようになった非漢族地区における二言語（漢語と非

漢語）併用教育に関連して、庄司（1987:1207-1208）はソビエト連邦の事例も踏まえ、次のよう

に警鐘を鳴らしている。

［…］たとえ民族同化の意図はないとしても、いままでの多くの例から、多数派言語の

普及は結果的には少数民族語を衰退へと向かわせる第一歩であることはよくしられてい

る20

「中華人民共和国は 56の民族から成る多民族国家であり、各民族は独自の言語や文化を有す

る」といった言表は、中国で言語政策が語られる際の不動の起点となっているように思われる

が、二言語併用教育が強調された時期から十数年が経過した現在、この言表と現実との聞には重

I 本論では壮語の音節を中国語学の視点から扱う。壮語の音節構造は、「声母（initial)＋韻母（rime)/

声調（tone）」で表される。声母とは頭子音を指す概念であり、音韻論で言う開始部（onset）に相当す

る。韻母は頭子音に後続する部分を指し、脚韻部に相当する。声調は音節全体にかかる音の高低変化で

ある。韻母は韻腹と韻尾（final）に細分される。韻腹はいわゆる主母音であり、中核（nucleus）に相当

する。韻尾は末音であり、末尾（coda）に相当する。音声としての声母や韻尾が無い音節については、

音韻解釈でこれらにゼロ（白）という値を設定することがあり、ゼロ声母やゼロ韻尾と呼ばれる。

本論では、表記法の字母や綴字は括弧をイ寸さずに記し、言語音を表す国際音声記号は［］内に記す。

声調については、調類番号を／／内に記し、調値を五度法（1低、 2半低、 3中、 4半高、 5高）で［］内

に記す。調値に加えた下線は、韻尾が閉鎖音であるために音節の調音時聞が短いことを表す。

2 庄司（2003:720脚注目）でも同様の見解が述べられている。
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大な語離が生じ始めているように感じられる。漢語系諸語（一般に中国語の方言という認識で捉

えられている言語群）の共同体であろうと非漢語（いわゆる少数民族語）の共同体であろうと、

固有の言語から「普通話」（Putonghua）あるいはその亜種への急速な言語推移が、若年層で顕在

化しているのである。これは過去半世紀以上に及ぶ、中華民族の共通語として「漢語（普通話）」

を積極的に普及させるという、言語政策がもたらした現象である 3。経済特別区である広東省深

刻｜市や広西壮族自治区（以下、広西と略す）の省都である南寧市のように、本来普通話が話され

ていなかった地区で、現地式の普通話が土着の言語群に取って代わり、共通語化している事実

は、比較的よく知られていよう。付（2008:25-26）は南寧で固有の言語であった壮語が衰退した

原因として、

①共通語や強勢言語の影響

②現実の需要に合わせる実用主義の言語態度4

③他民族との雑居

の3点を指摘している。しかしながら、普通話への言語推移は、決して多言語が混在する共同体

や話者数の少ない言語集団でのみ起きているわけはない。筆者の見聞するところでは、 1600万

という人口を擁する最大の非漢族であり、かっ地理的に密集して分布している壮族の奥座敷一一

現地住民の 99%が母語話者の県一ーですら起きている。

勿論、固有の言語の衰退は昨今に始まるものではない。貴州省の省都である貴陽市の周辺につ
プイ

いて、 1930年代から 40年代にかけて、一部の地区では固有の言語である布依語（Buyei）がす

でにコミュニケーション機能を喪失していたこと、そして 1950年代中期には、別の地区でもも

はや布依語が家庭内で伝承されなくなっていたことが指摘されている（周 2009:327）。中華民国

期には、近代社会へと変貌する過程で、言語推移が始まっていたのである。また、 1986年に広
ヤオ

西東部の富川揺族自治県で行われた調査では、勉語（Mien）を話す謡族のみが居住する朝東郷

高宅村でさえ、西南官話を使うことができる村民の数が、 90%を超えていたことが判明している

（『中国少数民族語言使用情況J: 140）。西南官話は漢語の一種であり、リンガフランカとして中

国西南部を広く覆っているため、これは長期にわたって進行した言語推移の結果を示す一例と考

えられる。

国家の幾つもの地区で進行する言語推移に対して、中国の言語学者が無頓着であったわけでは

ない。広大な分布と極めて多様な地理的変種を擁するシナ・チベット語族の研究の権威として知

られ、長年にわたり野外調査に基づく記述研究と比較言語学に従事してきた孫宏開（SunHong-

kai）氏は、近年では言語保護に関する研究を展開し、孫（2001）では記述や録音による危機言

語のデータ保存を行うよう、呼びかけを行っている。また、過去十年間に、中国国内では非漢語

や危機言語に関する研究が大規模プロジ、エクトとして推進され、中央民族大学などから調査報告

が叢書として刊行されるなど、言語体系の記述研究と言語使用状況の数値データは不断に蓄積さ

3 中華人民共和国において、共通語としての漢語（普通話）の普及が正面から否定されたことが無い事

実は、庄司（2003:700-701）で指摘されている。

4 これは庄司（2003:690）の指摘する、中国の言語政策で「民族にとっての民族言語は、民族意識や民

族文化、民族性、母語性などとの関連においてではなく、もっぱらもっとも便利な伝達の道具と位置づ

けられるのにとどまった」ことと、表裏を成す現象であろう。
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れてきた。

しかし、 2001年に施行された『中華人民共和国国家通用語言文字法』によって、普通話が国

家語という地位を明確に付与され（庄司 2003:709-710、藤井 2003:202）、その求心力が今後さら

に強まることが予想されるにもかかわらず、土着の言語の保護や継承で、具体的行動に移され成

功を収めた事例は、あまり耳にしない。その中で、石（2011）が漢語・苗語の二言語併用教育の

実践経験に基づいて、教授法にまで踏み込んだ考察を展開しているのは、大変貴重である。

2004年に中国共産党第 16回中央委員会で「社会主義和譜社会」（社会主義としての協調社会）

の建設という社会戦略目標が提示されると、非漢語の合法的使用を目指す試みは「多語和譜」と

いうスローガンを掲げるようになる。この試みは、 09年には学術論文集『構建多語和語的社会

語言生活』（多言語協調による言語生活の構築）に結集を見ている。ただ惜しむらくは、所収の

論文の多くはデータ収集や状況報告の域を脱しておらず、保護や継承を目指した実際の取り組

み、特に言語学習のカリキュラムを論じるまでには至っていない。多言語社会の重要性を訴えな

がらも、打開策としての具体的行動を見出すのが困難な状況に在ると推測される 50
トゥチア

部（2006）は危機言語として土家語（Tujia）を取り扱った研究書であるが、危機言語に関す

る国際動向と概念や指標の説明に 44頁、土家語の継承が危機的状況に陥った原因の分析と土家

語の消滅がもたらす損失の説明に 60頁という、多大な頁数を割いている。そこからは、中国で

は危機言語や言語保護といった事柄を社会として理解する素地が未形成であり、言葉を尽くして

ーから語らねば行政や民衆に理解してもらえない苦境が窺える。

他方、かつて社会主義の成果として設立された民族語学校では、 1990年代およびそれ以降に、

非漢語コースの縮小や閉鎖が起きている（包 2011:80-85）。しかし、非漢語を継承させるための

打開策は、当事者たる母語話者の無関心がボトムアップ方式による行動の可能性を封じてしまっ

ている状況下で、概して等閑視されているのが現状のようだ 6。しかも、仮に施政によりトップ

ダウン方式で非漢語の学習が強力に推進されたとしても、難渋を極めることが予想される。ここ

で想起されるのが、ネトルとロメインが述べる次の条である。

ほとんどの言語政策は、地域で使われることに向けてよりも、国家的または国際的な

レベルに向けられている。公式な政策の表明に過度に関心を集中すれば、もう一方の低

5 「建設和諾社会、使用普通話」（協調社会を築くため、普通話を使いましょう）といった公共広告がテ

レビで放送されている事実から判断して、この「和譜社会」という目標がそもそも如何様にも利用可能

な諸刃の剣であることは、肝に銘じておく必要が有るだろう。

6 付（2008:26）では、子弟が壮語を学ぶことを南寧の壮族がそもそも望んでいない現実が、数値で示

されている。

なお、当該言語の話者が言語の継承に消極的であることを理由に、非母語話者による言語保護の企図

を不要な干渉と見なす考えが存在する。しかし、人間の行為の結果である事柄を、「自然」と「人為」

というこ分法で捉え、前者を「本来の、望ましい」状態として肯定し、後者を否定するこの種の単純明

快な考え方は、木村（2007）が指摘するように、「客観的な分類とみせかけて実は表現選択のレベルで

評価が行われている」という根本的な問題を有している。また木村（2005:9）では「介入以前にあり

のままの言語があるという見方」を「所与性の誤謬J、「言語に注意が向けられないのが自然な言語使用

であるという言語観の限界Jを「無意識性の誤謬」と名付け、それらに対する批判が展開されている。
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次のレベルにおける行動がないがしろにされて逆効果を招きかねない。［…］日常的に

話されるという行為のなかで言語は生き残ることができるのであり、このような条例に

は実際的な面で必要とされるものが欠如しているのである。生き残りのために、立法措

置をその主要な支えとして当てにすることはできない。（ネトル等 2001:278)

ミャオ

事実、曽（2008:43）は、百語（Hmong）のラテン文字「苗文jによる非識字者一掃の活動が

1986年以降低調に転じた背景に、「民族文字の使用が法的に認められていながら、実際には何も

保証されていないという現実がある」ことを看破している。

ネトルとロメインは続けて述べている。

仕事の場、政治、教育の全体にわたって使われる言語をコントロールすることは、言

語の復興と保全の究極的な目標であってよいが、優先順位の筆頭に挙げられるべきもの

ではない。伝達を十分に保証するに足る、家庭における言語使用を保証する手段がなけ

れば、家庭の外で言語を支えようという試みは、パンクしたタイヤに空気を入れるよう

なものである。（ネトル等 2001:278) 

彼らの考えに従うと、家庭内での言語継承を復活させるのが上策の対応であり、制度教育の場を

借りて非漢語の学習を行うことは次善の策になる。

しかし、家庭内で父兄が子弟に対して普通話やその亜種でしか話しかけなくなったことが原因

で、固有の言語の継承が断絶する事例は、筆者の見聞する限り多発している。このように家庭内

での言語継承の気運が高まらない社会環境下では、制度教育に頼ることも検討されて然るべきで

あろう。そこで問題として浮上してくるのは、効果的な表記体系の構築である。制度教育におけ

る言語学習は書写を介して行われるため、目標言語」一一普通話以外の言語は、その絶対多数が音

声言語としてのみ存在している一ーをどう記すかという、一種の規範化から完全には逃れること

ができないからである。

中華人民共和国建国当初、非漢語の中には表記体系を持たない、もしくは伝承されてきた表記

体系が機能不全であるものが、多く存在していた。それら無文字言語に対して国家が表記のため

の文字を与えることは、それまで抑圧されてきた無文字の民族が、社会主義による勝利を獲得す

ることを意味した。当時は「漢字も世界の文字と共通の表音化という方向に進む」とする毛沢東

の説が、言語政策の道標となっており（馬 1952:4）、ラテン文字による表記法が考案された。し

かしながら、国家的課題であった非識字者の一掃という期待も兼ねて考案された表音文字による

表記法は、；｜士文が躍進した時期こそ有ったものの、概して浸透するには至らなかったにその最

7 1950年代から 80年代までの壮文推進運動は、『広西通志・少数民族語言志』（776-793）に詳しい。

なお、壮文による活字メディアとして、現在でも南寧では広西壮族自治区少数民族語言文字工作委員

会によって、広西民族報社から週刊紙『広西民族報・壮文版』 （GvangjsihMinzcuz Bau）、三月三雑誌社

から月刊誌『三月三』 （Sam巧；iedSam）が刊行されているが、ともに街頭で目にすることは稀である。

「三月三」は祭日である旧暦三月三日を指す語であり、壮族や伺族、苗族の共同体では、この日に伝統

行事として歌を掛け合う祭が催される。
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大の原因は、曽（2008）が百語のラテン文字学習や漢語・苗語のバイリンガル教育が普及しなか

った背景として貴州の苗族内部の対立を指摘するように、ポリティックスの次元に求められよ

う。壮語の場合で、も、壮族内部の意見対立と、「漢語のみで教育を受けてきた上層部にいる幹部

ほど漢語のみで教育を受ければいいと考え」たこととが、普及を妨げた（岡本 1999:553-555) 8 0 

しかし、岡本（1999:556幽 557）は、壮語のラテン文字が浸透しない原因を、表記体系自身の適

性の欠如にも求め、次のように述べている。

チワン文は漢語ピンインと字母の上でできるだけ一致させることを意識してつくられた

ものであり、またチワン語の共通語をつくろうとして南北方言の中間にあることで選ば

れた武鳴の言葉は、チワン族の間でどっちつかずで、使い勝手のいいものではないよう

である。

当該言語集団にとって適性を有した表記体系の選択や、正書法の考案が重要だとするこの一文

は、傾聴に値するものである。筆者が壮文の字と音の対応関係について考察を試みる動機の一つ

は、この「表記体系の適性」の検証に在る 90

壮文を取り上げる理由は次の 3点である。

①主母音に長短の対立が存在し、声調で調類数がおおよそ 8を超える壮語は、必然的に言語音の

数が多く、単音文字たるラテン文字で表記するにはそもそも難度が高い。その表記法の構造は解

明するに値する。

②2.2で後述するとおり、現行の壮文は 1982年に国家民族事務委員会において批准されたもの

であるが、その前身である壮文（1957年に国務院全体会議において批准）は、中華人民共和国

で制定された非漢語の表記法として最初のものであると同時に、非国家語の表記法としても最初

のものである。そこには建国初期の言語政策が色濃く反映していると推測される 100

③筆者の調査では、草案まで含めると壮文には 6つの表記法が存在する。これは非漢語の表記法

としては最多であると思われる。表記法問の違いからは、現行の表記法に至る過程の動態を窺い

知ることができる可能性が高い。

なお、漢語と普通話は同義ではない。「普通話」という語が現代漢語の標準語として公に使用

されるのは 1955年に遡る（藤井 2003:123）。普通話は（少なくとも理念上は）漢語の一種であ

る北京官話を母体として構築されたと考えられる言語である。ところが、 1955年以降も長期に

わたり、非漢語話者の目標言語としては、普通話と並行して「漢語」という語が使用されてい

る。「漢語」は、そこでは標準語としての普通話および若干の差異を有する地理的変種（例え

8 王（1982:10）や羅（2004:36-37）にも同様のことが述べられている。
ハッカ

9 非国家語の表記法を分析した論考としては、遠藤（2006）の台湾の客家語に対するものが有り、資料

を網羅した分析が行われている。客家語は漢語系諸語に属する言語である。また西田（2001:791-793) 
ナシ ハニ リス

はチベット・ピルマ語派の納西語、恰尼語、傑傑語のラテン文字表記法について解説を行っており、

「変用ローマ字」という名称を提案している。

10 中国の言語政策と非漢語による教育については、岡本（1999）で詳細な研究が行われている。言語・

文字の使用状況についても同書を参照されたい。
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ば、リンガフランカとしてすでに中国西南部を広く覆っていた西南官話）を意味するものとして

使用されたと筆者は解釈している。そこで、本論では煩讃を避けるために、特に漢語と普通話を

区別する必要のない場合は「漢語」と記すことにする。また、文字体系を成す個々の元（すなわ

ち文字）を「字母jと呼ぴ、具体的な言語音を表す記号としてのラテン文字（すなわち表記）

を、字数の如何を問わず、「綴字Jと呼ぶことにする。

E帽，も

写真－1 週刊紙『広西民旗報．社文版J位006年8月9日）

2. 社語と壮文

2. 1 壮語の分布と音韻特徴

中華人民共和国の非漢族で最多の人口を擁する壮族は、大多数が壮語を母語としている。壮語

は中国西南部の雲南省東部から広西中南部にかけて塊状に、広西中部以東は広西東部を経て広東
ダイ

省北部まで飛び石状に、分布している。その隣接地域には、布依語（貴州省南部）、俵語（Taio

雲南省南・西・北部）、伺語（Kama貴州省東南部、湖南省西部、広西北部）、水語（Sui。貴什！
？オナン ムーラオ

省南部、広西北部）、毛南語（Maonan。毛難語とも。広西北部）、イネイ老語（Mulamo広西西北

部）、臨高語（Be、Ong-Be。海南省北部）といった非漢語が分布しているが、これらは壮語と同

じくカム・タイ語派に属する近縁の言語種である 110 壮語は北部壮語と南部壮語に大別される

が、系統関係上前者は布依語と大変近い。そもそも、 1950年代前半の民族識別工作が省単位で

11 Diller (2008: 7）が提唱する分類では、北部タイ語（北部壮語、布依語など）、中部タイ語（南部壮

語、ヌン語など）、西南タイ語（タイ語、ラオス語、シャン語など）から構成されるタイ諸語（Tai)
ラキャ

が、伺語や水語などから構成されるカム・スイ諸語（Kam-Sui）、そして投瑚語（Lakja）、臨高語ととも

にカム・タイ語派を構成し、カム・タイ語派がリ一語派（Hlaibranch）やカダイ語派（Geyang branch) 

とともにタイ・カダイ語族（Tai-Kadailanguages）を構成する。 Edmondson(1997: 2）の提唱する分類

もこれと基本的に同じであり、両者ともに Benedict(1966: 258）の分類に近い。これとは対照的に、タ

イ・カダイ語族以前の段階については、研究者の間で大きく意見が分かれる。 Benedict(1975: 135）は
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行われた結果、広西のグループが壮族、貴州のグループが布依族として別個に認定され、異なる

言語名が付与されていたに過ぎず（岡本 1999:547”548）、北部壮語と布依語の聞に言語特徴の断

絶が見られるわけではない。

壮語は孤立語で、単音節型声調言語である。『壮漢詞葉』（1984）によると、現行の壮文の表す

声母、韻母、声調の目録は、次のとおりである。

声母（子音連続を含む） 12 

[p] [?b] [m] [f] [v] ［凶］ ［町］

［り [?d] [n] [s]u [l] 

[ q,] [G] Li] 

[k] [IJ] [h] [v] [kj] [kv] [IJv] 

韻母（韻尾の p、t、kが無開放閉鎖音であることを表すっは省略する）

[a:] [ e:] [i:] [o:] [u:] [w:] 

[a:i] [ai] [ ei] [ o:i] [u:i] [w:i] 

[a:u] [au] [e:u] [i:u] [ou] 

[a旧］

[a:m] [am] [e:m] [i:m] [im] [o:m] [om] [u:m] [um] 

[a:n] [an] [e:n] [i:m] [in] [o:n] [on] [u:n] [un] ［田：n] [w吋

[a:IJ] [ aIJ] [e:IJ] [i:IJ] [iIJ] [ o:IJ] [OIJ] [ u:IJ] [uIJ] [WIJ] 

[a:p] [ap] [e:p] [i:p] [ip] [o:p] [op] [u:p] [up] 

[a:t] [at] [e:t] [i:t] [it] [o:t] [ot] [u:t] [ut] [w:t] [wt] 

[a:k] [ak] [e:k] [i:k] [ik] [o:k] [ok] [u:k] [uk] [w吋

声調 14

Ill /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7短／ /7長／ /8短／ /8長／

[24] [31] [55] [42] [35] [33] ［笠］ ［笠］ [TI] [TI] 

音韻体系の特徴で本論に直接関わるものは、次の 3点である。

①声母に関しては、無声無気破裂音［p］、［りと対立する［？b］、［？d］が有るが 15、調音部位を同じ

タイ・カダイ語族とオーストロネシア語族との頂点に祖語としてオーストロ・タイ（Austro-Thai）を立

て、それにミャオ・ヤオ語族を組み込んだ仮説を提唱し、シナ・チベット語族とは異なる系統の語族と

する。これに対して、中国では依然としてタイ・カダイ語族をシナ・チベット語族のー支系と考えてい

る研究者が多いように思われる。

12 この他に声母［？］が存在するが、壮文ではこれをゼロ声母として扱い、表記しないことになっている。

13 壮文 1982以前の資料は、概してこの音価を［8］と記す。

14 王（1984:31）の記述と照合し、調値は五度法に直して記した。

15 この音は、中国では主に広西と海南島の言語に見られる。中国の研究者は、声門閉鎖音［？］が先行す

る有声破裂音［b］と［d］とすることが多い。これに対して、 Hashimoto( 1980）は非漢語である臨高語の

記述において、雲（1987）は漢語系諸語に属する閑語（海南島文昌）の記述において、それぞれ入破音

（非肺臓気流子音） [6］と［d]としている。また、劉（2006:4, 242）も海南島の閑語について、国際音声

記号の［6］と［d]を用いるのが相応しいとしている。本論では便宜上、中国の研究書に記される声門閉

鎖音を冠した有声破裂音［？b］と［？d］を用いる。
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くする無声有気破裂音［ph］、［th］は無い。

②韻腹に関しては、［e］以外の母音に長短の対立が有る。

③声調に関しては、調類 /1／から／6／までは閉鎖音以外が韻尾を担い、調類171と／8／では無開放

閉鎖音が韻尾を担う。

2.2 6つの表記法 16

これまでに中国のカム・タイ語派でラテン文字による表記法が考案されたのは、壮語と布依

語、伺語、水語のみであり、この中で国務院の批准を得たものは壮語の「壮文」のみである。毛

南族やfd老族は民族として公認されているものの、毛南語やイムイ老語には表記法が考案されていな

い。著名な李方桂氏の著作『莫話記略』（1943年）以来その名が知られていた莫話（Mak）は、

『中国語言地図集j(1988年）で一言語として扱われているが、やはり表記法を持たない。布央

語や標話など、 1980年代以降にようやく学術研究の対象として注目され始めた言語については

言うまでもない。

壮文の考案は中華人民共和国建国の数年後に始まる。 1951年に上京した壮族幹部の要望がき

っかけとなり、壮語を表記する文字の考案企画が動き出している口 52年 3月には、中国科学院

と北京大学から広西へ派遣された言語学者が、現地関係者と壮語方言の一斉調査を行い、初歩的

な言語データを収集している。その数ヶ月後に、表記法の最初の草案が提出され、来賓県の寺脚

で実験が行われた。衷等（1953）で使用されている表記法がそれである。本論ではこれを「壮文

1952」と呼ぶことにする。基準点に定められたのは、北部壮語の来賓県と南部壮語の龍州県であ

った。

やがて 1954年5月20日に政務院が『関於暫助尚無文字的民族創立文字問題的報告』（文字を

持たない民族が文字を考案するのを支援することに関する報告）を批准すると、壮語の文字の考

案作業は重点的項目となり、 54年9月には広西壮文工作委員会が成立する。 54年9月から 55年

2月にかけて行われた 47県 51地点の言語調査結果の整理と比較を経て、 55年 5月に南寧で壮文

工作座談会が召集された。そこでの方言区画の議論を踏まえて、ラテン文字による『憧族文字方

案（草案）』が立案され 17、広西省人民委員会が 12月 11日の『広西日報』で、公示を行っている

（［写真 2］）。本論ではこれを「壮文 1955b」と呼ぶことにする。

ところが、壮文 1955bの公示に先立つ同年 8月には、これとは別の草案が提出されている。王

(1986: 8回 9）で言及されているものがそれであり、 52年に提出された最初の草案と基本的に同じ

ものであったと述べられているが、 4.2で後述するとおり、細部には違いが認められる。こちら

を「壮文 1955a」と呼ぶことにする。

壮文 1955bで基準点に定められたのは、北部壮語に属する武鳴県の双橋であった 18。この草案

は、 1956年から 57年にかけて試験的運用と部分的修正を経た後、中国文字改革委員会から『関

16 各表記法の立案から批准までの経緯は、特に明記しない限り、王（1984）や戴等（1991）、費

(1997）、羅（2001）、『中国少数民族文字』、『広西通志』の記述に拠る。

17 「憧」は複数の発音を持つ漢字であり、誤解を招くとして、周恩来総理が壮健を表す「壮」に改める

ことを提唱し、 1965年 10月12日に国務院の指示によって「壮」へと改められた（張2002:530）。

18 基準点の選定が問題をはらむものであったことは、岡本（1999: 551-552）で指摘されている。

一－34一一



於討論｛童文方案和少数民族文字方案中設計字母的幾項原則的報告』（壮文草案と少数民族文字草

案で字母を設計するに当たっての原則数点についての報告）として国務院に報告された。この段

階での修正は、 4.2で検証するとおり、普通話の表音システム「漢語排音」への接近をはかるも

のであった（王 1957:7）。そして 57年 11月29日の第 63回国務院全体会議において審議と批准

がなされ、本格的な推進が決定された 190 本論ではこの『憧文方案』を「壮文 1957J と呼ぶこ

とにする。筆者の知る限りでは、表紙に 1957年 10月と記されている油印本『｛童文方案（草案）』

が、壮文 1957を記した最も古い文献である。

ところが、壮文 1955bと壮文 1957の聞には、さらに別の草案が存在していたようである。筆

者が発見した油印本『憧漢詞葉（初稿）』は、表紙に 1956年9月と記されているが、いずれの壮

文とも完全には一致しない表記法が使用されている。この油印本について言及した研究は、管見

の限り存在しない。序文には、 56年 4月に原稿が完成していたこと、編集目的は教育、研究、

幹部・教員育成などであること、叩き台である『憧漢詞典（草稿）』に修正や補充を加えて出来

主音f a e a i O・ e u bl 
(a)(E・）〔aJ(i〕（;:J)(JJ〔u）［以｝

( 3）声調特換所代＊偽声綱高官えffl下I ( 

～一三謁符抗s 争 3 q 6 b 

声調高官丸： • .ft降褐卒中溝商売申苧

(4）字形L音時）錆格形式有下列三急ー
制＝昔節制（要JakL騨）抑＋制由締 :qnn船三型車｛書約、・：：

報議 , .•• • .，吾
神＋鞠＋鞘＝音節 m盟（局〉 i謹 E立墨〉

予額調 •• 声曜高

( 5）イま族主字胤概達制蝋，拡端文樹緋，献以者側帥i糊嚇載車輸心ミ
椋〔音節）す制．即2 音第十締園調．熱地均fai；（~糊決調書i － 

rekuワf；鈍（跡匁）和同制吋φ批）紙－－111(.! .・ .• ・ :;,;: 

附註 s捌桝紙．調免綿点響調馴鴻J梢泊者、；議梢講義：ι：
員有償法支字書海保例；義剣~）t~ . . . . ... : ¥i¥.: 

写真－2 『広西日報』（1955年 12月11日）に掲載された『憧族文字方案（草案）』

19 その約4ヶ月前の 1957年 7月1日には、壮文の新聞である『憧文報j（『広西民族報・壮文版』の前

身）が創刊されている。
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上がったものであること、基準点は武鳴であることなどが記されている。ここで言及されている

『憧漢詞典（草稿）』というものが如何なるものか、筆者には知る由もないが、それでも壮語・漢

語の対照語葉集の制作が表記法の考案と並行して行われていたことは確かであろう。本論ではこ

の草案を「壮文 1956J と呼ぶことにする。『広西通志』（115頁）には、 56年4月 11日に修正さ

れた『壮文方案（草案）』が桂西壮族自治区人民委員会から広西人民委員会へ送られたと記され

ているが、それと壮文 1956との関係は不明である。

その後、 1959年末までに、広西では壮文で教える学校が52校建設され、学んだ民衆は 290万

以上に上った。しかし壮文の推進は、文化大革命の中で 66年以後は中止に追い込まれる。文革

が終結すると、 80年5月に広西の共産党委員会は壮文の使用を復活する決定を行うが、壮文

1957で字母がラテン文字だけでなくキリル文字や国際音声記号、変形したアラビア数字から構

成されていることに対して、書写や印刷に不便であるなどの見地から、改良を求める声が上が

る。そして中国社会科学院や中央民族学院の助力を得て改良が施された『壮文方案（修訂案）』

が、 81年8月22日に国家民族事務委員会に上申され、翌年2月2日に批准される。基準点は、

依然として武鳴である。現行のこの表記法を、本論では「壮文 1982」と呼ぶことにする。

3. 現行の表記法に見られる特徴

3. 1 声母に関して一一宇と音の対応関係の移植

現行の表記法である壮文 1982は、壮語の音韻体系に比して、いささか複雑な様相を呈してい

る。複雑さは、綴字そのもののみならず、字と音の対応関係においても認められる 200

カム・タイ語派のラテン文字表記法は、普通話の表音システムである「漢語排音」に先駆けて

考案された壮文 1952と1955a、1955bを除き、設計において、「漢語排音」との整合性を確保す

る努力が行われている。つまり、カム・タイ語派の表記法には「漢語排音」が部分的に転用され

ていると言ってよい。壮文 1982には、 1958年2月に批准された『漢語排音方案j（以下、 HPF

方案と略す）との整合性を見て取ることができる。しかし、「漢語併音」は普通話のみの発音を

表すシステムであり、非漢語はおろか漢語の地理的変種にすら対応した設計とはなっていない

（中国文字改革委員会併音方案委員会 1956:5）。そのため、「漢語排音」における字と音の対応関

係は、そのまま壮文に移植されると、記号体系の経済性を損なう場合が有る。

表 lは両唇音声母（閉鎖音と鼻音）についての比較表である 210

20 字と音の対応関係は、『壮漢調葉』（1984年）の記述に従う。

21 本論では、閉鎖音を破裂音・破擦音（肺臓気流子音）と入破音（非肺臓気流子音）から成る範曙とし

て用いる。

-36-



表－1 声母の表記（両唇閉鎖音・鼻音）22

γ~ 
閉鎖音 鼻音

無声無気 無声有気 有声 有声

[p] [ph] [?b] [m] 

HPF方案（1958年） b p m 

壮文 1982 b mb m 

壮語の閉鎖音［p］と［？b］には、それぞれbとmbが当てられている。武鳴をはじめ北部壮語には

[ph］が無いため、［p］に p、［？b］に bを当てても文字体系内で問題は生じない。しかし、漢語に同

じ音価が有る無声無気音［p］には HPF方案と同じ綴字bを用い、漢語に同じ音価の無い［？b］に

は敢えて文字数の多い綴字mbを用いている。歯茎閉鎖音でも同様に、漢語に同じ音価が有る無

声無気音［t］には HPF方案と同じ綴字dを用い、漢語に同じ音価の無い［？のには文字数の多い綴

字ndを用いている。 HPF方案の「濁音の字母－無声無気閉鎖音」という字と音の対応関係が、

移植されているのである。

これにより、壮文 1982の複雑さは増したが、 HPF方案との整合性は高まった。国家語の表音

システムとの整合性を優先した選択であると考えられる。だが、この選択は単に国家語に同調す

るという儀礼ではない。壮文学習と漢語学習の相乗効果という、当時の強い期待がそこに潜んで

いることを見逃してはならない。王（1982:12）は、 1958年に壮文の学習によって約 70万人が

識字層となったこと、ならびに 63年以後は習得した壮文を漢語学習の道具として役立てると同

時に、漢語を学び、ながら壮文の運用能力を高めることで、良い成績を収められると唱導されたこ

とを述べている。壮文学習と漢語学習は、ラテン文字による非識字者の一掃と共通語の普及とい

う、 2つの国家的課題を達成するための基礎作業と位置付けられていた。字と音の対応関係にお

いて、壮文がHPF方案と一致することは、まさしく一挙両得を約束するものであったに違いな

し＝。

3.2 韻腹に関して一一二重基準

壮語では韻腹を担う a、i、o、u、旧、すなわち e以外の全ての母音に、長短の対立が有る。こ

の長短の対立を文字体系の中でどのように処理するかは、表記法の根幹に関わる重要な問題であ

る。

表2はゼロ韻尾以外の韻尾と結合する韻腹について、綴字を対照したものである。

22 子音連続である［到］や［mj］は挙げていない。

-37-



表－2 韻腹の表記（ゼ口韻尾以外の韻尾と結合する韻腹について）23

~で？ 長

[a:] [o:] [a] [o] 

HPF方案（1958年） a 。
壮文 1982 a 。 ae24 oe (-C) 

o (-V) 

＼唱で空 長 短

[i:] [u:] ［叩：］ [i] [u] [w] 

HPF方案（1958年） i u 

壮文 1982 ie (-C) ue (-C) we (-C) 1 u w 

i (-V) u (-V) w十V)

母音の長短を区別するために、補助記号を付加するという手段は用いられていない。また、字

母そのものを変形させるという手段も用いられていない。字母の付加のみに依存している。か

つ、同一字母の付加（すなわち字母の重複）ではなく、特定の字母の付加（ここでは e）という

手段が採用されている。

だが、 eは単一の機能を担う記号として利用されてはいない。まず、 eの付加は、 aとoの直

後では短母音を表すのに対し、 i、u、田の直後では長母音を表している。これは一種の二重基準

である。このことは、字と音の対応関係を複雑なものにしている。

若い女性 柱

壮語 25 [sa:u] /1/ [sau] /1/ 

壮文 1982 sau saeu 

排列する 這い上る

壮語 26 [pi:n] /1/ [pin] III 

壮文 1982 bien bin 

漢語には母音に長短の対立が存在しない。そのため、 HPF方案への同調であれば、長母音か短

母音のいずれか一方に、一律に cを付加することで達成されるはずであるo eの付加に見られる

二重基準は、声母の場合とは異なり、字と音の対応関係の移植ではないと考えられる。

『中国少数民族文字』（141）には、 i、仏国の直後に cを付加して長母音を表す理由が、次の

23 括弧内の Cは子音、 Vは母音が、それぞれ韻尾として後続することを表す。

24 ただし、単なる aeのみは、［a］ではなく短母音の韻母［ai］を表すために用いられる。

25 語例は『壮漢詞棄j( 1984年）から引用した。

26 語例は『壮漢詞葉j( 1984年）から引用した。
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ように述べられている。

①［e］に長短の対立が無く、韻母［ei］が短母音である以外、韻尾の如何を問わず［e］は長母音で

ある。

②長母音である［i：ラ u:,w：］は、実際には渡り音［~］を帯び、［ig, ug，田gJのように発音される。

一方で、王（1982:12）は、 eを付加しない aが長母音を表す理由を、次のように述べている。

③長母音［a：］を含む韻母は出現率が高く、 aeよりも文字数の少ない aを当てる方が経済的であ

る。

④漢語でaを含む語が壮語に借用されると、やはり音価に aを含む語となる。

筆者は、二重基準を生み出す危険を冒してまで aを長母音、 aeを短母音とした主要な目的は、

④に在ると考える。④は、字と音の対応関係を操作することで、漢語から壮語に入る借用語の表

記が、 HPF方案と壮文とで相似することを意図したものである。

壮族は長期にわたり、漢族と経済・文化面での密接な関わりを有してきたため、壮語は漢語か

らの借用語を多く含む。借用の時期が比較的遅い借用語一一一近現代において借用されたもの一一

は、新借用語という範障で括られることが多いが、その漢字音は主に漢語の一種である西南官話

を借用元としている。西南官話で韻腹aの語が、新借用語として壮語に入ると、多数は長母音

[a：］で発音される 27。そして、西南官話の韻腹aは普通話の韻腹aに対応するため、壮語の［a:]

に壮文で aを当てると、 HPF方案と壮文の間では、下表のように語レベルで表記の相似、延い

ては一致を実現することができる。

開 28 揺 万 壮

漢語（普通話） [kha1] [iau] [uan] [t巴ual)]

HPF方案 kai yao wan zhuang 

壮語 [ka:i] ua:u] [va:n] [ca:lJ] 

壮文 1982 gai yau van cang 

相似や一致が実現すれば、壮文使用者が「漢語耕音」を用いた漢語学習で受ける利益は増加す

る。ここで期待されているのも、壮文学習と漢語学習の相乗効果であると言ってよい。

勿論、 HPF方案と壮文の間での表記の相似や一致は、漢語学習だけでなく、より重要な国体

護持にも結果として貢献したと考えねばならない。新借用語は、『壮漢詞葉』（1984年）所収の

見出し語では新来の概念を表す多音節語に多く見られ、政治・経済・文化・教育に関するものが

含まれている（曹 2008:25-26）。これらの範曙に属する語は、革命思想、の浸透や民族幹部の育成

に不可欠なものであったに違いないからである。

表記の相似や一致への挑戦は aだけにとどまらない。同じ格繰りは、 iやuについて、逆に e

を付加しない形式を短母音としたことで施されている。漢詩の iやuは、壮語に借用語として入

ると、韻尾が閉鎖音や鼻音の場合、多数が短母音［i］や［u］で発音されるからである。

27 4. 3で後述するように、実際には長母音［a：］以外に、［o］や［e］で発音される語が若干数存在する。

28 語例は『壮漢詞柔』（1984年）の付録『新漢借詞語音転写表』から引用した。声調は省略。
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音 29 幸 損 音巨

漢語（普通話） [in] [Gil)] [sun] [luIJ] 

HPF方案 yin xing sun long 

壮語 [jin] [hiIJ] [sun] [luIJ] 

壮文 1982 yin hing sun lung 

これにより、壮文 1982の複雑さは増しているが、借用語の表記について、 HPF方案との整合性

は高くなっている。

なお、二重基準と見なせる絡繰りが、もう一つ存在する。同一の長母音が、韻尾の違いによっ

て相異なる綴字を与えられている点である。表2の同一欄で－Vと－Cが付記された相異なる綴

字がそれである。母音が韻尾を担う長母音［i:u］と［u:i］の綴字は iuとuiであり、 ieuやueiとは

記さない。そのため、子音が韻尾を担う長母音、例えば［i:rn］や［u:n］の綴字 iernやuenとの聞に

離離が生じている。これは一見、相対する短母音［iu］と［ui］が無く、長短の区別を行う必要がな

いため、 eを付加する規則から除外されたものであるかのように思える。しかし、 HPF方案で韻

母 iuやuiと表記される語は、新借用語として壮語に入ると、［i:u］と［u:i］で発音されるものが多

し＝。

酒 30 求 吹 亀

漢語（普通話） [tGi凸u] [tGhi凸u] [t~luei] [kueiJ 

HPF方案 jiu qiu chui gui 

壮語 [Gi:u] [gi:u] [Gu:i] [kvei] 

壮文 1957 ciu giu cui gvei 

よって、これも単に綴字の文字数を抑えるためだけに eを付加する規則から除外されたものでは

なく、やはり借用語の表記が念頭に置かれていたと考えられるのである。

3.3 声調と韻尾に関して一一一暗黙値と二重機能

壮語は声調の調類数がおおよそ 8を超える。この多数の調類をどのように表現するかは、これ

また表記法の根幹に関わる重要な問題である。

表 3は調類 IIIから 161までの 6調類についてまとめたものである。これらの調類は箭声とい

う範曙に属し、韻尾には閉鎖音以外、すなわち鼻音か母音が現れる。

29 語例は『壮漢調葉』（1984年）の付録『新漢借詞語音転写表』から引用した。声調は省略。

30 語例は『壮漢調葉』（1984年）の付録『新漢借詞語音転写表jから引用した。声調は省略。
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表－3 調類の表記（辞声）

調類

調イ直 [24] 

/2/ 

[31] 
v
引」一

l

rん
門
戸
』
一
－
－

/4/ 

[42] 
司
E
E
E

・」－

u
ν
5
一
qA

r
p
－
 

縮

問

一

占壮文 1982 -z -x 

HPF方案では普通話の 4つの調類を、それぞれ Iつの補助記号を用い、 a、弘通、 aのように

表す。それとは対照的に、壮文は音節末に字母を加えることで調類を表している 31。そのため、

声調に関しては、 HPF方案との整合性は意図されなかったと考えられる。ただし、音節末に字

母を加える方法は、 1952年に広西の来賓県で実験されていた壮文の草案ですでに用いられてお

り（停 1955:25）、かつ当時は漢語の表記法についても、この方法を求める周（1955）などの意

見が有った。

特徴的なのは、壮文では調類Illを表すための綴字が用意されておらず、音節末に字母を加え

ないことが一番目の調類であることを認識させる暗黙値となっていることである 320 調類 Illが

ゼロ記号で表されていると換言しでもよい。表3のーのみの欄がそれである。そのため、壮文

1982では調類のみが異なる語に、文字数の差異が出現することになる。

壮語 33

年

[pi] Ill 

bi 

月巴った

[pi] 121 

biz 

唾を吐く

[pi] 151 

biq 壮文 1982

続いて、表4は調類/7/と181についてまとめたものである。これらは入声という範轄に属し、

韻尾には（無開放）閉鎖音のみが現れる。入声では一つの調類が、韻腹を担う母音の長短を条件

として、異なる 2つの調値に分かれる地点が多い。そのため、閉鎖音韻尾は最多で/7短人 /7長

人 18短人 18長／の計4声調で現れることになる。

表－4 調類の表記（入声）34 

調類

主母音の長短

調値

/7/ 181 

壮文 1982

短

［笠］

-p, t, k 

長

［主］

-p, t, k 

短

［盟

国 b,d,g g
 

長
話
一

d

31 布依語をはじめカム・タイ語派に属する他の言語の表記法でも、同じ方法が採用されている。これに

対して、広東語や潮州語など漢語系諸語の表記法では、 1に始まるアラビア数字を加えることで調類を

表すものが多い。

32 布依語の表記法でも暗黙値を設けているが、伺語や水語の表記法では暗黙値は設けられておらず、調

類Illを表すための綴字lが用意されている。 lはアラビア数字 lとの字形の相似を意図したものであろ

つ。
33 語例は『壮漢詞葉』（1984年）から引用した。

34 韻尾を表す p,t, kやb,d,gは斜体で記した。
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壮文 1982の特徴は、調類171の韻尾に清音の字母、／8／の韻尾に濁音の字母を割り当てている

点に在る口ここでは p,t, kとb,d,gは、閉鎖音韻尾を表すと同時に、それぞれ調類171と／8／を排

他的に表しており、 2つの機能を兼ね備えていることになる 350 

壮語 [fat~] /7/ 

faet 

支給する

[fa:t J2] 171 

白t

仏
一
一
一
制

罰する

［白：t.ll] /8/ 

fad 

たいまつ 36

壮文 1982

4. 表記法の設計と言語・文字政策

4. 1 記号体系の変化一一『漢語併音方案』との関係

中華人民共和国では、すでに建国期において、非漢語に付与される表音文字は、当時まだ考案

されていなかった漢語の表音システムと、将来的に形式を一致させるべきであるとの提言がなさ

れている（羅 1952:8) 0 これは、非漢語の表音文字が、考案の起点において、すでに漢語の表音

システムに依存する側面を有するものであったことを示唆している。実際に、漢語の表音システ

ムが壮文の設計に影響を与えたことは、壮文6種と普通話の表音システム「漢語併音」とを比較

することで、検証が可能である。検証を行う前に、ここでは「漢語耕音」考案の過程について、

簡略な説明を行うことにする。

中央人民政府は 1952年2月に中国文字改革研究委員会を立ち上げ、 54年 10月には国務院に

直属の中国文字改革委員会を設けることを批准している。普通話の表音システムは、中国文字改

革委員会の中の排音方案委員会（55年2月設立）によって検討が進められた。 55年 10月に排音

方案委員会の第 10次会議は、全国文字改革会議に対して『漢語排音文字方案初稿（投丁字母式）』

（以下、 HPF初稿と略す）をはじめ計6案を提出し、意見の徴収が行われた（周 1961:150）。そ

して 56年2月 12日に『漢語排音方案（草案）』（以下、 HPF草案と略す）が『人民日報』に掲

載され、各界への意見徴集が行われる（費 1997:221回 222）。

雑誌『耕音』の創刊号（1956年8月号）は「『漢語排音方案（草案H修正意見特輯」と銘打

たれており、巻頭を飾る「関於修正漢語排音方案（草案）的初歩意見」（草案の修正に関する初

歩的意見）では、 HPF草案およびそれへの対案たる修正第一式と修正第二式が姐上に載せられ、

個々の字母と綴字について、徴集意見を踏まえた議論が展開されている。その後、 57年 10月に

漢語併音方案審訂委員会が第 5次会議を聞き、中国文字改革委員会から提出された『漢語排音方

案（修正草案）』についての討論と承認が行われる。そして 58年2月3日に第 l回全国人民代表

大会第 5次会議で中国文字改革委員会の主任呉玉章が報告を行い、会期末の 2月 11日に『漢語

耕音方案』が批准された（費 1997:242, 249-250）。

35 広東語や潮州語など漢語系諸語の表記法では、やはりアラビア数字を加えることで調類を表すもの

が多い0

36 語例は『古壮字字典』から引用した。
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HPF初稿から HPF方案まで、綴字の一部分を対照してみよう 370 

[tc] 

HPF初稿（防5年 10月）｜ g (=g [k]) 

HPF草案（1956年2月）｜ 可

HPF方案（1958年 2月）

[tch] 

k (=k [kh]) 

q 

q 

[G] 

h (=h [x]) 

同
一
泊
一

S
一
曲

同
一
時
一

q
一
時

[i] 

i I j 

i I j 

i/y 

x 

x 

ここで起こっているのは、一字－音の原則と非ラテン文字字母の許容という 2つの方針を巡る揺

れである。 HPF草案ではこの 2つの方針が追求されている。しかし、 1957年に刊行された『漢

語排音方案草案討論集』に収録された徴集意見は、概してこの 2つの方針の追求に反対であり、

HPF方案では撤回がなされている。そのため、［討を表す綴字は sh→s→ shと、 2度にわたる変

更を経験している。方針を巡る揺れは壮文をも襲った。 4.2で後述するとおり、壮文 1955bと

1957、1982では抜本的な変更が行われているが、壮文 1955bと1957での変更はこの 2つの方針

の追及が反映したものであり、壮文 1982での変更は撤回が反映したものである。

4.2 壮文に見られる設計方針の転換

本節では、壮文6種を比較することで、その設計に影響を与えた要因を検証する。

壮文6種を比較すると、絶えず変更が行われていることが分かる。表5は声母、表6は閉鎖

音・鼻音韻尾と結合する韻腹について、それぞれ幾つかの綴字を対照したものである 380

表－5 韻字の比較（声母）

[p] [?b] 日］ [11] [G] [lJ] 

壮文 1952 p b J gn sh g 

壮文 1955a p b (?)39 sh g 

壮文 1955b p b （？） c 。
壮文 1956 p b 町 c g 

壮文 1957 b E y ny c 。
壮文 1982 b mb y ny c ng 

37 文字改革出版社（1957:5-6）より引用した。なお、普通話の表音システムに期待される役割が変化し

たことと、立案から批准までの動向については、藤井（2003:82-90 237-238）を参照されたい。

38 『広西日報.］ ( 1955年 12月 11日）に記されている音価［b］と［d］、［：）］は、それぞれ［？b］と［？d］、［o]

に当たる。［a］と［コ］に付された補助記号》は、短母音であることを表している。

39 壮文 1955aと1955bでは、 n[n］と ju]は見当たるものの、前部硬口蓋鼻音［11］を表す gnや吋といっ

た綴字は見当たらない。
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表－6 綴字の比較（閉鎖音・鼻音韻尾と結合する韻腹）

[a:] [a] [i:] 

壮文 1952 aa a ii 

壮文 1955a aa a （？） 

壮文 1955b a 。 （？） 

壮文 1956 a :} ie 

壮文 1957 a :} ie 

壮文 1982 a ae 1e 

変更は設計方針に沿って分類することができる。それは、

(I）字と音の対応関係を国際的慣習に合致させるか否か

(2）字と音の対応関係を一宇一音にするか否か

(3）文字体系に非ラテン文字の字母を許容するか否か

(4）同一音素に対する綴字を統一するか否か

(5）その他

の5点である。

(I）に属する変更としては、

( la）無声閉鎖音［p］の綴字の変更： p→ b（壮文 1957)

(lb）無声摩擦音［G］の綴字の変更： sh→ c（壮文 1955b)

(le）鼻音［IJ］の綴字の変更： q→ng（壮文 1982)

[i] 

1 

（？） 

1 

1 

i 

i 

[w] 

w 

y 

bl 

y 

Ul 

羽f

を挙げることができる。国際的慣習への合致は、（la）と（lb）で放棄されている。

(Ia）は清音を表すpから濁音を表すbへの変更で、ある。この変更は「漢語排音」への同調で

あるが、 HPF初稿、草案、方案ともに［p］に bを当てていることから、壮文 1957の直前の HPF

草案に同調したものと考えられる。；j士文 1957では、調音部位を異にする無声閉鎖音［t］の綴字

も、同様に tから dへと変更されている。

(lb）は shから cへの変更である。壮文 1955b公示の 2ヶ月前には HPF初稿が提出されてお

り、そこでは［tsh］に c、［tt,h］に chが当てられている。そのため、この変更は HPF初稿に同調し

たものと考えられる。 HPF初稿で声母がcや chの語は、壮語に借用語として入ると、ほとんど

全てがか］で発音される 400

粗 41 メーノふ品ふ、ー、 歯 冊

漢語（普通話） [tshu] [tt,ha] [t~l1] [tshY] 

HPF方案 cu cha chi ce 

壮語 [Gu] ［ω］ [Gi] [Ge] 

壮文 1982 cu ca ci ce 

40 「詞、此、次」などciの語のみが SW[sUI］で発音される。

41 語例は『壮漢詞葉』（1984年）の付録『新漢借調語音転写表』から引用した。声調は省略。
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よって、［G］に対して国際標準の shを斥け cを当てたことは、 HPF初稿と壮文との間での表記の

相似・一致を狙った変更であると考えられる。

(le）は qから ngへの変更である 42。壮文 1957でりが当てられていたのは、 HPF草案への同

調と考えられる。ところが、壮文 1957批准の翌年には、 HPF方案で［叫の綴字がqから ngへ変

更されてしまったため、壮文は長期にわたり HPF草案の g[lJ］を引きずることになってしまっ

た。（le）は HPF方案への遅すぎた乗り換えと言えよう。

(2）に属する変更としては、

(2a) [G］の綴字の変更： sh→c（壮文 1955b)

(2b) [?b］の綴字の変更： E→rnb（壮文 1982)

(2c) [lJ］の綴字の変更 1→ng（壮文 1982)

(2d）長母音［a：］の綴字の変更： aa→a（壮文 1955b)

(2e）短母音［a］の綴字の変更： 3→ae（壮文 1982)

を挙げることができる。（2a）と（2d）では一宇一音の実現がなされ、（2b）と（2c）、（2e）では

放棄がなされている。

(2b）は Eから rnbへの変更、（2c）はqから ngへの変更、（2e）は 9から aeへの変更で、ある。

いずれも一宇一音は、次項で述べる、非ラテン文字字母の許容から方針転換をした代償として、

放棄されている。

(2d）は長母音［a：］の綴字の、 aaから aへの変更である。長母音［a：］を aとする絡繰りは 3.2

で指摘したとおりであるが、 aaから aへの変更の目的はこの絡繰りの構築であったと考えられ

る。なお、壮文 1955bでは、長母音［o：］の綴字も、同様に 00から oへと変更されている。

一宇一音の原則が提唱されたのは、羅（1952:8）においてである。しかし、壮文 1952と

1955aでは一字一音を追求した形跡はない。一字一音の追求は壮文 1955bに始まる。そして壮文

1957では［？b］と［？d］に非ラテン文字字母の EとZを当てるという、徹底した追求がなされてい

る。この原則から脱却するには、壮文 1982まで待たねばならなかった。

(3）に属する変更としては、

(3a) [?b］の綴字の変更： b→E （壮文 1957)

(3b) [lJ］の緩字の変更： g→IJ（壮文 1955b)

(3c）短母音［a］の綴字の変更： a→ d （壮文 1955b)

(3d) ［凹］の綴字の変更： y→日（壮文 1955b)

を挙げることができる。この全ての項で非ラテン文字字母の許容が実現しているが、後の壮文

1982ではいずれも放棄がなされている。

(3a）は bから Eへの変更、（3b）は gからりへの変更、（3c）は aから 3への変更、（3d）は y

から H への変更である。 1956年2月の HPF草案では非ラテン文字字母が使用されており、（3a)

42 壮文 1952など早期の表記法では［司］に gを当てている。モリソン（RobertMorrison）のAdictionary 

of the Chinese language ( 1815-23年刊行）のように、 19世紀に英国人が漢語の［口］を記すのに gを用い

た例が存在するので、 gは必ずしも国際的慣習から逸脱しているとは言えないのであるが、王（1986:9) 

はgが国際的慣習から逸脱していると述懐している。本論は王氏の認識に従う。
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はその方針に従ったものである。壮文 1957では、調音部位を異にする［？d］の綴字も、同様に d

から司へと変更されている。これに対して、（3b）と（3c）は HPF草案に先行して非ラテン文字

字母を取り入れたものであり、壮文 1955bでは短母音［o］の綴字も、 aと同様に oから oへと変

更されている。

興味深いのは、壮文 1956は（3c）について壮文 1955bと同じく非ラテン文字字母を使用して

いながら、（3b）と（3d）については壮文 1955bと異なり、壮文 1955aと同じラテン文字字母を

使用していることである。これは、非ラテン文字字母の許容に対して抵抗が存在したことを示す

ものではなかろうか。もしそうでなければ、壮文 1955a、1955b、1956を直線的系譜の上に配置

することを再考する必要が出てこよう。

王（1986:9-10）が述懐するように、非ラテン文字字母の許容には、ソビエト連邦の顧問の意

向が強く働いている。当時の中国は、ソビエト連邦の少数民族語の文字改革における経験を頼り

としていた。顧問はキリル文字や新造文字を表記法に許容させることに積極的であり、長母音を

2文字で表すことには反対であった。壮文 1952と1955aでは非ラテン文字字母は一切現れない

ため、顧問の意向は 1955年8月以降に反映されたと考えられる。そして、非ラテン文字字母か

らの脱却も、壮文 1982まで待たねばならなかった。

(4）に属する変更としては、

(4a）長母音［a：］と短母音［a］の綴字の変更： aa/a→ a/;}（壮文 1955b)

を挙げることができる。

(4a）では長母音［a：］が aaから aへ、短母音［a］がaから 3へ変更された。これにより、音素／

a/を表す綴字が、長短母音問での一致を喪失する。壮文 1955bでは、同様の変更が長母音［o:Jと

短母音［o］に対しても行われている。［o:Jは00から oへ、［o］は oから oへ変更され、音素lo／を

表す綴字も長短母音間での一致を喪失した。一致が回復するのは、長母音がaとo、短母音が ae

とoeへ変更された壮文 1982においてである。ところが、壮文 1982では、 a、o以外については

壮文 1957の綴字を引き継ぎ、長母音 ie、短母音 iのようにしたため、 eが相反する 2つの機能を

担うという二重基準を生み出すことになった。この二重基準の遠因は、壮文 1955bで長短母音の

統一的表記が失われたことに求められる。

(5）に属する変更としては、

(5a）日］の綴字の変更： j→ y （壮文 1957)

を挙げることができる。

(5a）はjから yへの変更である。この変更は、壮文 1957批准の約 70日後に批准されること

になる HPF方案が近因となったと考えられる D HPF初稿と HPF草案では、ともに母音凹に iと

jを当て、音節頭ではjを用いると定めていた。 HPF方案ではこのjがyに変更されている。壮

文 1957批准の時点でまだ批准に到っていなかった HPF方案の変更点が反映されていることは、

壮文 1957が先取りを敢行してまで HPF方案との一致を求めていたことを物語っていよう。

壮文6種の設計方針について（3）と（4）をまとめると、次のようになる。
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(3) (4) 

非ラテン文字字母の許容 同一音素に対する綴字の統一

壮文 1952 ＋ 

壮文 1955a ＋ 

壮文 1955b ＋ 

壮文 1956 ＋ 

壮文 1957 ＋ 

壮文 1982 ＋ 

壮文 1955bと1982の段階で大きな変更が行われたことが分かる。

図 lは実行された設計方針の流れを図化したものである。壮文 1955bで行われた変更では、

HPF草案を左右することになる設計方針が、 HPF草案に先んじて実行された。そして、壮文

1957では、同じ設計方針が、今度は HPF草案を経由して実行されている。しかるに、壮文 1982

で行われた変更で盛り込まれたのは、 30年も前に HPF方案で実行された設計方針であった。

、・FJ’0
 

4
E
E
A
 

／，a
・、、

！国際的慣習への合致の放棄！

一字一音の追求 γ 

：非ラテン文字の許容！

：二ι
：非ラテン文字の排除 i

HPF方案（1958.2)

回
一
向
／
側

一宇一音の放棄
(2b) 

図－1 社文と HPFにおける設計方針の流れ（破線は副次的なものを表す）

最後に、声調について壮文6種の綴字を対照してみる。 3.3で述べたように、声調に関して

は、「漢語排音」との整合性は意図されなかったと考えられる。しかし、変更点は見出される。
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表－7 綴字の比較（声調）

調類/1/ /21 /3/ /4/ 

韻尾 [p, t, k］以外

壮文 1952 非表示 -c -q 岨 X

壮文 1955a 非表示 -c -q -w 

壮文 1955b 非表示 -1, ・3 _q 

壮文 1956 非表示 ーZ -3 幽 q

壮文 1957 非表示 -2 -3 ー可

壮文 1982 非表示 聞 Z -x 

表 7で指摘することができるのは、

(6）調類を表す綴字における非ラテン文字字母の使用

(7）調類／8／の表示方法

の2点である。

/5/ 

-y 

-x 

-E 

-q 

・5

-q 

/6/ 171 /8/ 

[p, t, k］のみ 43

-z 非表示 -c 

(p, t, k) (p, t, k) 

-z （？） （？） 

-b 非表示 -b 

(p, t, k) (p, t, k) 

-x 非表示 -x 

(p, t, k) (p，人 k)

-1, 非表示 非表示

(p, t, k) (b, d, g) 

国h 非表示 非表示

(p, t, k) (b, d,g) 

(6）は（3）に属する問題であり、壮文 1955bで最初に実現がなされている。非ラテン文字の

字母を使用することで、／2／以外の調類番号においてアラピア数字を模しているのがそれである。

壮文 1956では、部分的にラテン文字字母への揺り戻しが見られるものの、／2／については、 zを

当てることで模することに成功している。そして壮文 1957では非ラテン文字の 2-.. 3-.. q.,. 5、z

をそれぞれ2、3、4、5、6に見立てるという、徹底した字母の選択が行われている。これらがラ

テン文字に改められるのは壮文 1982においてであるが、壮文 1982で12／に当てられている z

は、壮文 1956のzを受け継いだものと推測される。

(7）は調類／8／を他の調類に同定するか否かであり、（4）に属する問題とも見なすことができ

る。壮文 1952から壮文 1956までは、野声のいずれかと同じ綴字を用いており、壮文 1952では

/2／と同じ稼字c、壮文 1955bと1956では／6／と同じ綴字bとxを、それぞれ韻尾を表す綴字p、

t、kの直後に付加して表している。壮文 1955bと1956で／6／と同じ綴字を用いたのは、基準点

である武鳴では／6／と／8／の調値がともに［33］で同じであることによると思われる。壮文 1952で

/2／と同じ綴字を用いた理由は不明であるが、これも基準点の一つである龍州で／2／と／8／の調値

が接近していることが理由である可能性がある 440 大きな変更が行われるのは壮文 1957におい

てであり、調類171の韻尾に清音の字母（p,t, k）、／8／の韻尾に濁音の字母（b,d, g）が割り当て

られた。この変更は入声韻に対する音韻解釈に変化が起きたことを窺わせるものであり、調類

43 韻尾を表すp,t, kや b,d,gは斜体で記した。

44 哀等（1953:10）は龍州の調値について、／2／を［31］、／8／を［21］と記している。
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/8／は b,d, gによって、他の調類と切り離され、排他的に表されるようになった。壮文 1982では

それを継承している。

4.3 音声形式に対する人為的操作一一表記法設計のもう一つの側面

ここまで、壮文では字と音の対応関係が、壮文自身の問題としてよりは、むしろ「漢語耕音」

との紐帯として規定されてきたことを指摘してきた。実は、「漢語排音」との紐帯による規定

は、表記の次元にとどまらない。このことについて本節で付言しておきたい。

壮文 1957の批准から 3ヶ月も経たない 1958年2月に刊行された『憧漢調柔（初稿）』（1958)

は、公刊された壮語・漢語の対照語葉集として恐らく史上最初のものである。そこには付録四と

して「憧文中新漢語借調誇音表」が付されている。これは、壮語における漢語からの新来の借用

語について、発音を定めた指針と言うべきものである。 1957年 7月 19の日付が記されており、

壮文 1957の正書法の一部分として、壮文 1957が国務院に送られる前に定められたものであるこ

とが伺える。この「語音表」では、漢語からの新来の借用語では地点問で発音に差が存在すると

して、漢語の標準音に近づけるという原則の下に、統一的な「正しい発音」を定めている。「正

しい発音」は、壮文の基準点たる武鳴の発音を基礎に適宜変更を加えた、「憧文語音」という概

念で提示されている。

この正音としての漢字音と言うべき「憧文語音」は、必ずしも壮語武鳴方言の漢字音と一致し

ない。例えば、声母に関して、中古漢語の精母字（キ臼）は、武鳴では s[ s］で発音されるものと

c [G］で発音されるものに分かれる。これに対して、「憧文語音」では、漢語で韻母が［ 1］である

字を除き、 cに統一すると定めている。

早 竃 精 井

漢語（普通話） [tsau] [tsau] [tGiIJ] [tGiIJ] 

壮語（広西武鳴） s- c- s- c-

憧文諜音 c- c- c- c-

また、疑母字（*IJ）は遇措一等韻だと、武鳴では 3つの音形で現れるが、「憧文諜音」ではこれ

をv[v］に統一すると定めている。

且ノ、 午 ヨロノ口τ 

漢語（普通話） [u] [u] [u] 

壮語（広西武鳴） h- 。ー（ゼロ声母） 。ー

憧文語音 v- v- v-

ここで行われているのは、単なる新来の漢字音に対する規範化ではない。漢語の標準音（つま

り普通話の発音）に近づけた発音を正音として定めることで、壮文の使用が壮語の漢語への融合

や壮語話者の漢語習得を推進するとの期待に因由する、音声形式の操作ではなかろうか。想起さ

れるのは、非漢語が漢語から語棄を借用する場合の規範に関する、庄司（1987:1203）の次の指
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t高である。

特に、この漢語の借用に関する問題はまた 1950年代後半からの少数民族政策におい

て、民族的傾向を抑え、漢語への融合を進めるための鉄則とかかわっていた。漢語との

共通点を増加させることが融合への接近と見なされたため、新語を造語する場合、漢語

からの借用語に限ったばかりか、表記においても漢語の耕音そのままの形で採用し、標

準語である普通語の発音にしたがわせようとしてきた。

韻母に関しでも同じ指摘が可能である。流揖一等字（＊au）について、武鳴では大多数がau

[au］で発音されるにも拘わらず、「憧文語音」ではこれを ou[ou］と定めている。

頭 走 多旬

漢語（普通話） [thou] [tsou] [kou] 

壮語（広西武鳴） -au -au -au 

｛童文語音 -OU ーOU -OU 

これは漢語音そのものをもって壮語漢字音とするに等しい。しかし、「憧文語音jの OUを習得す

ることは、同時に漢語の OUの習得を約束するため、背後には壮語話者の漢語習得に貢献すると

の期待が有ったに違いない口

山揖合口一等韻箭声（＊uan）の帯組字と見組字、暁組字については、武鳴では大多数がon

[o:n］で発音されるにも拘わらず、「憧文語音」ではこれを an[a:n］と定めている。

半 自官 寛

漢語（普通話） [pan] [kuan] [khuan] 

壮語（広西武鳴） 司 on -on ーon

憧文誇音 -an -an -an 

3. 2で述べたとおり、漢語で韻腹がaである語が壮語に借用語として入ると、多数が長母音［a:]

で発音される。ところが、山撮合口一等韻箭声字は、武鳴では韻腹がo[o：］となり、この対応規

則から外れる。武鳴の発音 onを退け、 anを壮語の正音として定めることは、「漢語で韻腹a→

壮語で［a:] （壮文で a）」に対する反例を減らし、対応規則を強化することに繋がる。筆者が「憧

文語音」を、壮文で表記される音声形式そのものに対する人為的操作と考えるのは、壮文と「漢

語排音jとの表記の相似・一致が、「憧文語音」によって、より高度に実現されるからである。

音声形式そのものにまで手が加えられていたことは、表記法の設計段階において、すでに壮文

使用者という存在が、いかに強く「漢語排音Jによる漢語学習へと結びつけられて仮想されてい

たかを物語っている。
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5. 結語

本論では、中華人民共和国の民族政策の下に考案された、壮語のラテン文字表記法「壮文」を

概観し、表記法に幾つもの絡繰りが施されていることを指摘した。絡繰りは、そこに働いた言語

政策の力学を物語っている。そして、絡繰りの多くは壮文が表記法として非自律的側面を有する

ことと表裏一体となっているように思われる。この意味において、壮文は決して「単なる表記

法Jではない。

壮文 1982は、表層としては、言語音に文字を当てはめるのではなく、既成の正書法に言語音

を押し込めたような、歪んだ表記法であるとの印象を免れない。壮語の複雑な音韻体系を合理的

に表記する上で、幾つもの障碍を抱えている。字母eの付加が長母音と短母音の双方を表すとい

う二重基準の存在は、その一つである。ところが、こうした表層の非合理性は、決して故無きも

のではなく、壮文が表層で壮語の音韻体系を合理的に表すよりは、むしろ深層で「漢語排音」と

整合性を確保し、漢語習得の側面支援たることを第一義とした、当時の言語政策の産物と考える

べきものである。国家語の習得を支える道具としての性格が、壮語の発音を経済的に表記する任

務に優先された代償と言うべきであろう。 4.3で述べた、音声形式そのものに対する人為的な操

作は、同じ目的のために、さらなる深層に施された絡繰りであると、筆者は考える。

同様の絡繰りは、壮文以外の表記法にも多かれ少なかれ施されている。 1985年に貴州省政府

の批准を得た布依語の表記法「布依文Jでは 45、漢語からの借用語に特化した字母が用意されて

いる 460 漢語は 4つの調類を持つため、漢語に由来する近現代の借用語は、布依語に入るとその

8調類中の 4調類（／6／、川人／3／、／1/）で発音される。しかし、その表記にはこの 4調類を表す綴

字は用いず、漢語からの借用語専用に別途設けられた y、f、j、qで表記することが定められて

いる。

45 王（1984）や『布依漢詞典』、『布依族語言与文字J、『布依語基礎教程』の記述を総合すると、布依文

の辿った経緯は次のとおりである。 1981年 10月に貴州省の民族事務委員会と民族研究所が共同で、 57

年2月に国家民族事務委員会の批准を経て試験的に推進されていた『布依文方案（草案）』の改定を議

論する会議を招集し、表記法の抜本的な転換が検討された。 85年3月21日から 23日にかけて貴陽市

で改定のための座談会が召集され、 81年の改定草案に手を加えたものが『布依文方案（修訂案）』とし

て立案された。そこでは布依語の第一土語に属する貴州省望諜県の復興という地点が基準点に定められ

ている。『布依文方案（修訂案）』は 85年には貴ナ｜、｜省の民族事務委員会の査定を経て、省政府の批准を

得ている。

46 声母に関しては、専ら漢語からの借用語を表記するための字母を 6つ用意している。［ph］、［th］など無

声無気音声母は漢語からの借用語にしか現れないが、それを表記するために p、tなどの字母が用意さ

れている。また韻母に関しても、借用語専用の字母を 8つから 9つ用意している。一方、漢語からの借

用語に現れる音節［ts1,ts¥, s1, z1］を表記するために、 zi,ci, si, riの主母音を、漢語からの借用語では舌

尖母音［1］で発音し、それ以外では一律に［i］で発音することが定められているが、これは HPF方案で

[ts1, ts¥, s1, ~1］をそれぞれ zi, ci, si, riと表記するのに合わせたものである。普通話の［札］が布依語で

［司］と発音されるのは、現地の西南官話を借用元とするためである。
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漢語（普通話）47 

布依語（貴州望諜）

布依文

体

[thi] /3/ 

[t¥] /3/ 

操

[tshau] /1/ 

［臼ha:u]/6/ 

caoy 

日

［ぇl]/4/ 

[z1] /4/ 

rif 

一－4
一U

－f

’ja

一，
ff’

コ］一
E

ト一

l
a－

q

－一＝ロ一・
1
a
一u
l
－－．
H
ド

－

F
M
F
一

p
v
一

司

船

4
E
L

一
4
E
L

一

記号体系としてはこの 4つの字母は余剰でしかない。余剰でしかない字母の存在は、漢語への融

合、そしてそれに並行する漢語の習得に、布依文が貢献することがいかに期待されていたかを如

実に示している。

また、 1957年に国家民族事務委員会に報告された繋語の表記法「禁文」では 48、より深層の

絡繰りとして、漢語からの借用語を想定した綴字の割り当てが行われている。この表記法では、

yは有声歯茎摩擦音［z］に当てられており、字と音の対応関係は国際標準から大きく希離したも

のとなっている。しかし察語に見られる漢語からの借用語は、文昌方言をはじめとする海南島の

閑語由来のものであることが多い。文昌方言で声母［dz］や［di,］の語は、君主語に入ると［z］で発音

される（王 1984:696）。「員」のように文昌方言で声母が［dz］や［di,］である漢字は、多数が中古

漢語で喰母（勺－）に属するものであり、普通話では零声母に前舌狭母音凹や［y］が後続する音

価で現れる。それを HPF方案に従って書くと、 yで始まる綴りになる。

員

普通話

HPF方案

[yan] 

閑語（海南文昌） 禁語（海南保定）

繋文

[dzuan] .. [zu:n] 

yuan ..，..＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一惨 戸1en

つまり、禁語［z］への yの割り当ては、雲母丈使用者がHPF方案に頼って漢語の字音を学ぶ際に効

力を発揮することを企図した結果と考えられる。繋丈使用者もまた自ずと「漢語併音」による漢

語学習へと結ぴつけられていたのである 490 

さて、包（2011:90-92）は非漢語による民族教育が衰退した原因として、民族学校を卒業しで

も非漢語を活かす場が社会に存在していないことを挙げている。非漢語をどのように活かすか

が、国家にせよ地域社会にせよ、従来関われてこなかったということである。また曽（2008:43) 

47 語例は『布依漢詞典』から引用した。中古漢語の入声宇（ここでは「日」）は、西南官話の大多数の

地点で濁平字に合流しており、第2声で発音される。そのため、布依語では第4声に入る。

48 王（1984）や『繁漢詞典』、『雲寺語基礎教程』の記述を総合すると、君主文の辿った経緯は次のとおりで

ある。禁語への一斉調査は、 1956年6月に中国科学院、中央民族学院、中南民族学院などにより行わ

れた。調査結果により雲寺語が5つの方言に区分され、イ孝方言に属する楽東県抱由鎮の保定村を基準点と

して『禁文方案（草案）』が設計される。 57年2月に海南雲寺族苗族自治州の首府である通什市で召集さ

れた繋族語言文字問題的科学討論会で、草案が採択され、国家民族事務委員会に報告がなされている。

49 1957年の禁文は、海南島の民族語文学校や北京の中央民族学院の梨文コースにおける実践の過程で、

欠点や遺漏の存在が明らかになり、84年9月に改定が行われた。そこではyはdzへと改められている。
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は、 1994年から 98年にかけて貴州で、行った、苗文推進事業に関する現地調査で得た実感を、次

のように述べている。

［…］いくつもの県を歩いたが、日常生活において民族文字に触れる機会はほとんどな

かった。人々が目にすることができる唯一の民族文字は、県政府の役所や銀行など公共

施設の入り口の看板に、漢字と並んで書かれているミャオ文字だけである。しかし、民

族文字でそこに記された語葉は、役所名を表す漢語からの借用語でしかない。まるで創

作文字を学ぶ最終目的が漢語・漢字の円滑な習得であるという状況を象徴しているかの

ようである。

壮語にとって合理的な表記体系が登場しなかったことは、曽氏が指摘する苗文の事例と同様に、

壮語をどのように活かすかが問われてこなかったことと密接に関連していよう。それゆえに、社

会的受け皿として壮語をはじめとする非漢語が発展的に使用される空間を確立することは、非漢

語存亡の鍵を握る最も重要な、かつ最も難度の高い課題となると予想されるのである。確立を模

索する過程で、既存の表記法の見直しを含めた取り組みが行われるかどうか、注目していかねば

ならない 500 
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